
本会が入居する彩の国すこやかプラザでは、会議室の貸出、福祉に関する

図書・DVDの貸出、福祉用具の展示・販売等を行っています。

ぜひご利用ください。

※令和9～10年度に大規模改修工事を行う予定です。工事に伴い会議施設等の貸出を
休止いたします。具体的な日程が決まり次第、本会ホームページに掲載いたします。

名 称 社会福祉法人埼玉県社会福祉協議会
所在地 〒330-8529 さいたま市浦和区針ヶ谷4-2-65

彩の国すこやかプラザ内
（JR与野駅 西口から徒歩約10分）

048-822-1191 FAX048-822-3078
設 立 昭和26年1月17日（財団法人認可）

昭和27年5月12日（社会福祉法人認可）

埼玉県社協
ホームページ

主な会員特典

○ 最新の福祉情報を掲載した本会広報誌をお届けします！

○ 本会主催（一部）の受講費用が半額になります！（正会員のみ）

地域福祉推進のため、社会福祉施設や社会福祉関係団体等の

皆様に正会員として加入をお願いしております。

また、本会の活動に賛同し、資金的な援助をしていただく

個人や企業等を対象とした賛助会員も募集しております。

詳細はこちらを
ご覧ください

個人、企業･団体の皆様から、寄付金や物品（衣類）の

寄贈を受け付けております。

つながりを

チカラに

社会福祉法人

埼玉県社会福祉協議会

私たちは、専門性と公共性を生かしながら

パートナーシップの輪を広げ、

誰もが生きる喜びを感じることのできる

社会の実現に挑戦し続けます。

理 念

埼玉県社協マスコット
「シャキたまくん」

会員募集・寄付のお願い

■ 会 員

■ 寄付金、寄付物品

会議室、図書貸出等について

皆様から寄せられた会費や寄付金等は、本会が取り組んでいる様々な

地域福祉推進事業の財源として大切に活用させていただきます。

企業からの衣類寄贈



01 地域福祉の基盤強化
地域福祉を推進する専門職の育成のための研修や

ボランティア活動・福祉教育の推進に取り組んで

います。

02 生活困窮者への支援

03 認知症高齢者、障害者への支援
住み慣れた地域で安心・安全に生活を送れるよう権利擁護

等の相談（年間1２00件以上）を受け付けています。

市町村社会福祉協議会とともに日常生活自立支援事業※の

実施や成年後見制度の利用促進に取り組んでいます。

04 福祉人材の確保・育成・定着支援
福祉業界で働きたい方と求人のマッチング支援や

福祉の資格取得・就職支援のための費用の貸付けを

行っています。

介護現場へのテクノロジー導入等による業務改善や

外国人介護人材の雇用促進のため、相談支援や研修

等を実施しています。

福祉サービスの質の向上等を目的とした研修（年間

約60本）やケアマネジャー養成研修を行っています。

05 福祉に関する団体の活動支援
福祉サービスの種別（障害、保育、児童など）ごとに

組織される協議会や職能団体の活動を支援しています。

社会福祉施設等を対象とした経営相談や社会福祉法人に

よる社会貢献活動の推進をしています。

06 災害時の体制整備
災害に備え、訓練の実施等を通して各地域の災害

ボランティアセンターの体制づくりを推進しています。

福祉専門職で構成される「災害派遣福祉チーム」の

研修を行い、支援スキルの向上を図っています。

私たちは、様々な福祉課題の解決に取り組み、

「誰もが安心して暮らすことのできる福祉のまちづくり」を

目指しています。
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こども食堂への活動支援

就職フェアによる就職支援

災害ボランティアセンター設置訓練

社会福祉法に位置付けられた民間の組織で、地域福祉を推進しています。

通称「社協（しゃきょう）」と呼ばれ、すべての市区町村、都道府県、全国

に組織されています。地域住民やボランティア、福祉・保健関係者、行政

機関等の皆さまとともに、 様々な福祉事業に取り組んでいます。

社会福祉協議会とは

埼玉県社会福祉協議会の取組

こどもたちへの衣類の支援
（社会福祉法人による社会貢献活動）

こども食堂等の運営団体に

活動費の助成（年間約200

団体）や現場体験プログラム

等を実施しています。

こどもたちへの食料の支援

市町村社協職員向けの研修

※認知症や障害によって判断能力が十分でない方のために、金銭管理や
福祉サービスの利用を支援する事業

学校の夏休みや冬休みに、

学習支援教室等にレトルト

食品を年間約４万３千食

配布し、こどもたちの食事

を支援しています。

福祉教育パンフレットの作成

低所得世帯等の生活の安定と経済的自立を目的に、市町村社会福祉

協議会と協働し、生活福祉資金の貸付けを行っています。

町村部の自立相談支援事業等を実施し、生活困窮状態にある世帯

に対する家計改善などの支援を行っています。
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